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○上天草市大矢野総合スポーツ公園条例 

平成16年３月31日条例第176号 

別表（第10条、第14条関係） 

施設名 区分 単位 
使用料 

市内 市外 

大矢野総合体

育館 

ミニバレーボール １面 １時間当たり 300円 600円

バドミントン １面 １時間当たり 300円 600円

バレーボ

ール 

通常コート 
１面 １時間当たり 

500円 1,000円

センターコート 1,500円 3,000円

バスケットボール １面 １時間当たり 1,000円 2,000円

ハンドボール １面 １時間当たり 1,500円 3,000円

テニス １面 １時間当たり 1,000円 2,000円

卓球 １台 １時間当たり 200円 400円

メインアリー

ナ 

体育活動 
全館 １時間当たり 1,500円 3,000円

半館 １時間当たり 1,000円 2,000円

体育活動外 
全館 １時間当たり 3,000円 6,000円

半館 １時間当たり 1,500円 3,000円

 
剣道・柔道 

全館 １時間当たり 1,000円 2,000円

武道場 半館 １時間当たり 500円 1,000円

 
武道活動外 

全館 １時間当たり 2,000円 4,000円

 半館 １時間当たり 1,000円 2,000円

トレーニング

室 

一般使用 ２時間まで 200円 300円

回数券（11枚） 11枚×２時間 2,000円 3,000円

ランニングコ

ース 

一般使用 ２時間まで 50円 100円

回数券（11枚） 11枚×２時間 500円 1,000円

全会議室 １時間当たり 1,000円 2,000円

半会議室 １時間当たり 500円 1,000円

メインアリーナ冷暖房施設 １時間当たり 3,000円 3,000円

武道場冷暖房施設 １時間当たり 2,000円 2,000円
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会議室冷暖房施設 １時間当たり 200円 200円

 

施設名 区分 単位 
使用料 

市内 市外 

大矢野総合スポーツ公園

グラウンド 

全面 １時間当たり 600円 1,200円

野球コート（１面） １時間当たり 200円 400円

ソフトボールコート（１

面） 
１時間当たり 100円 200円

 

施設名 区分 単位 使用料 

大矢野総合スポーツ公園

グラウンド照明設備 

全面 １時間当たり 5,000円

野球コート（１面） １時間当たり 2,000円

ソフトボールコート（１

面） 
１時間当たり 1,000円

一部点灯 １時間当たり 500円

 

施設名 
区分 単位 使用料 

個人・団体 区別 人 回 市内 市外 

大矢野弓道場 

団体使用 高校生のみ  １回 200円 400円

個人使用 
一般・大学生 

１人 １回 
50円 100円

高校生 30円 60円

夜間使用  １人 １回 100円 200円

備考 

１ 市内の小学校、中学校、高等学校、専門学校が、授業及び部活動で使用する場合は、原則と

して無料とする。ただし、使用については一般利用者が優先するものとする。 

２ 学校行事の一環として使用する市内及び市外の小・中・高校生の使用料は、表により算出し

た金額に100分の50を乗じる。 

３ 入場料を徴収するアマチュア団体の使用料は、表により算出した金額に100分の200を乗じて

得た額とする。 
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４ 営利を目的とする利用に関する使用料は、表により算出した金額に100分の500を乗じて得た

額とする。 

５ 市外利用者が、市内の宿泊施設に宿泊する場合の使用料は、市内者の使用料金と同額とする。 

６ 使用料には消費税を含む。 


